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平成３０年７月豪雨災害支援団体への緊急寄付配分 募集要項 

 

 目的等 

 

（公財）ふるさと島根定住財団（しまね県民活動支援センター）では中国労働金庫との協働

で「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム」を運用しています。これは、ＮＰＯの活動分野ごとに

寄付をされたお金をＮＰＯ法人に配分することにより、広く県民とＮＰＯをつなぎ、多様な活

動を行うＮＰＯの基盤づくりを支援していくことを目的とするものです。 

この度の平成３０年７月豪雨災害の発生に伴い、「災害救援」の分野への寄付金について緊

急に配分することとします。 

 

 対象団体、配分団体数、配分金額等 

 

【対 象 団 体】 島根県内に主たる事務所を置き、応募条件を満たすＮＰＯ法人 

【配分予定額】 上限５万円 

【配分団体数】 １団体 

  ※配分額、配分団体数は、応募数等によっては変更となる場合があります。 

 

特に使途（旅費・備品購入費など）に制限は設けませんが、原則として中国５県内の被災地で

の支援活動経費を対象とします。 

 

通常は、審査委員会を設置し、書類審査により配分先を決定していますが、緊急性の高さを考

慮して事務局担当者により選考を行い、事後に審査委員会に了承を得ることとします。 

 

  ２０１８年８月３１日（金） 

   ※可及的速やかに対応するため、申請ごとに随時、審査・配分を行います。 

   ※締切までに応募がなかった場合には、その後、随時受け付けて配分することとします。 

 

下記の要件すべてを満たす団体であること。 

①島根県内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人（２０１８年７月３１日までに認証された団体） 

②団体の情報公開を促進していく趣旨から、日本財団公益コミュニティサイトＣＡＮＰＡＮに

登録し情報公開することに同意し、実施することができる団体（情報開示度が☆１つ以上に

なること） 

③平成３０年７月豪雨の被災地で被災者の支援活動等を実施する団体 

④配分後に活動報告を提出していただける団体 

 対象となる経費 

 選考方法 

 応募締切 

 応募条件 

中国ろうきんＮＰＯ寄付システム 
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まずは、別紙の「災害発生時における緊急寄付配分申請書」にご記入いただき、下記の添付

書類とともに「（公財）ふるさと島根定住財団」（しまね県民活動支援センター）まで申請して

ください。（なお、今回は緊急性の高さを考慮し、ＦＡＸやＥ－ｍａｉｌでの仮申請も受け付

けます。本申請及び添付書類等は事後でも可。） 

申請書は財団ホームページ、島根いきいき広場からダウンロード可能です。 

※書類ご送付の際には、「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム申請書在中」とお書き添え下さい。  

〈添付書類〉 

○定款、今年度の事業計画・予算書、前年度の事業報告・決算書（直近の総会資料など）、 

活動の状況が分かる資料（団体発行のパンフレット、機関誌など） 

 

  （公財）ふるさと島根定住財団 （しまね県民活動支援センター） 

〒６９０－０００３ 松江市朝日町４７８－１８  松江テルサ３階 

ＴＥＬ：０８５２‐２８‐０６９０     ＦＡＸ：０８５２－２８－０６９２ 

Ｅ‐ｍａｉｌ：shimane @ teiju.or.jp    担当：八十・吉留・森山 

 

★中国ろうきんＮＰＯ寄付システムとＣＡＮＰＡＮの連携について 

本寄付システムは、県民とＮＰＯをつなぐことによりＮＰＯの基盤づくりを支援するもので

すが、ＮＰＯが県民の理解と信頼を得るために情報公開・発信は必要不可欠です。 

ＣＡＮＰＡＮと連携することで、ＮＰＯの団体情報の公開・発信の基盤を整えられるほか、

全国共通の仕組みを利用することで、得られる効果や広がりが大きくなるという利点がありま

す。 

この機会に、ぜひＣＡＮＰＡＮを活用した情報公開・発信に積極的に取り組んでいただきま

すよう、お願いいたします。 

 

★ＣＡＮＰＡＮとは？ 【ＨＰ：http://fields.canpan.info/】 

ＣＡＮＰＡＮは、日本財団（ＮＰＯをはじめとする様々な公益活動団体へ助成金の提供を行

う財団法人）が公益活動、市民活動を情報という側面から応援するために運営しているウェブ

サイトです。 

ＣＡＮＰＡＮには、情報公開を支援する機能、情報発信に最適なブログ作成機能など、様々

な機能があり、すべて無料でご利用できるウェブサイトです。 

 応募方法 

 応募・問合せ先 

 その他 

http://fields.canpan.info/

